	愛の風訪問看護ステーション料金表
訪問看護利用料の説明
	
	２）医療保険による訪問看護
	
	令和6年6月1日　改定
	

	１）介護保険による訪問看護
	
	
	
	
	
	
	
	区分
	項目
	概要
	金額
	

	※以下の利用料について、自己負担割合が１割の場合の金額を記載しています。自己負担割合が２割・３割の場合は以下の金額の約2倍・３倍の金額となります。
	
	保険適用内
	基本
	　
	（イ）保健師・助産師・看護師による訪問の場合
	（1）週3日目まで
（2）週4日目以降
	5,550円/日
	

	　
	算定項目
	単位数
	基本利用料（円）
	1割負担（円）
	2割負担（円）
	3割負担（円）
	
	
	
	訪問看護
	
	
	6,550円/日
	

	基本料金
訪問看護
	20分未満（週1回以上20分以上の訪問看護の計画必要）
	314／回
	3,205
	321
	641
	961
	
	
	
	基本療養費（Ⅰ）
	（ロ）准看護師による訪問の場合
	（3）週3日目まで
（4）週4日目以降
	5,050円/日
	

	
	30分未満
	471／回
	4,808
	481
	962
	1,442
	
	
	
	ご自宅でサービスを
受けられる方
	
	
	6,050円/日
	

	
	30分以上60分未満
	823／回
	8,402
	841
	1,681
	2,521
	
	
	
	
	（ハ）悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問の場合
	1回/月に限り算定
	12,850円/日
	

	
	60分以上90分未満
	1,128／回
	11,516
	1,152
	2,304
	3,455
	
	
	
	　
	
	
	
	

	
	理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合
	294／回
	3,001
	301
	601
	901
	
	
	
	　
	（二）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の場合
	5,550円/日
	

	基本料金
介護予防
訪問看護
	20分未満（週1回以上20分以上の訪問看護の計画必要）
	303／回
	3,093
	310
	619
	928
	
	
	
	訪問看護
	（イ）保健師・助産師・看護師による訪問の場合
	（1）週3日目まで
（2）週4日目以降
	5,550円/日
	

	
	30分未満
	451／回
	4,604
	461
	921
	1,382
	
	
	
	基本療養費（Ⅱ）
	
	
	6,550円/日
	

	
	30分以上60分未満
	794／回
	8,106
	811
	1,622
	2,432
	
	
	
	同一の建物に複数の
ご利用者が居住して
おり、当事業所からの
訪問が同一日に
実施された場合
	（ロ）准看護師による訪問の場合
	（3）週3日目まで
（4）週4日目以降
	5,050円/日
	

	
	60分以上90分未満
	1,090／回
	11,128
	1,113
	2,226
	3,339
	
	
	
	
	
	
	6,050円/日
	

	
	理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合
	284／回
	2,899
	290
	580
	870
	
	
	
	
	（ハ）悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問の場合
	1回/月に限り算定
	12,850円/日
	

	同一建物居住者に対する訪問減算
	☑   事業所と同一敷地内等の利用者又は1月あたりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用者に対してサービスを行う場合
	　
	所定単位数に90/100を乗じた単位数
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	
	（二）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の場合
	（1）同一日に2人
	5,550円/日
	

	
	
	　
	
	
	
	
	
	
	（2）同一日に3人以上
	2,780円/日
	

	
	□1月あたりの利用者が、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対してサービスを行う場合
	所定単位数に85/100を乗じた単位数
	
	
	
	訪問看護
基本療養費（Ⅲ）
入院中に一時
外泊をされる方
	退院後訪問看護を受けようとする方が
	入院中1回に限り
	8,500円/日
	

	
	
	
	
	
	
	
	在宅療養に備えて一時的に外泊をした際に看護師等が訪問看護を行った場合
	※厚生労働大臣が定める疾病の方は2回まで可
	
	

	理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問減算
	□　理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が１日に２回を超えてサービスを行う場合
	（要介護）所定単位数に90/100を乗じた単位数
（要支援）所定単位数に50/100を乗じた単位数
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	加算
	訪問看護
管理療養費1 
管理療養費２
	月の初日に訪問を実施した場合算定
	月の初日
	7,670円/日
	

	
	
	
	
	
	
	
	月の2日目以降に訪問を実施した場合算定  R6.10.1から
	月の2日目以降
	2,500円/日
	

	8時～18時以外は加算されます
	早朝（6時～8時）
	1.25倍
	
	
	
	24時間対応
	24時間電話相談や病状の急変時に連絡が取れ必要に応じ緊急訪問対応を行う体制の利用の場合に算定
	ご利用者の希望により契約された場合
	6,520円/月
	

	
	夜間（18時～22時）
	1.25倍
	
	
	
	体制加算（ロ）
	
	
	
	

	
	深夜（22時～6時）
	1.5倍
	
	
	
	特別管理加算
	在宅悪性腫瘍患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理等を受けている状態や気管ｶﾆｭｰﾚ・留置ｶﾃｰﾃﾙを使用している状態にある方に加算
	5,000円/月
	

	入院中の支援に対して
	□　退院時共同指導加算
	入院中に、退院後の療養指導を医師及び看護師等にて共同して行います（特別な管理が必要な方は2回）
	613円
	
	
	
	（高重症度）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	特別管理加算
	特別管理加算（高重症度）以外の厚生労働大臣の定める状態の方に加算、例えば在宅酸素療法や真皮を超える褥瘡の状態等である場合、又は人工肛門や人工膀胱を設置している状態などの方に加算
	2,500円/月
	

	充実したサービス提供体制
	□   看護体制強化加算
	医療ニーズへの対応を強化します。
	(Ⅰ)562円/月
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	緊急訪問看護加算
	在宅療養支援病院を主治医とする方に対し看護師等が緊急に訪問看護を実施した場合に加算
	月14日まで
	2,650円/日
	

	訪問看護計画作成
	□ 　初回加算Ⅰ
	病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った月に加算
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	月15日目以降
	2,000円/日
	

	
	
	
	358円
	
	
	
	夜間・早朝
訪問看護加算
	右記の時間帯に訪問を実施した場合に加算
	18:00～21:59
	2,100円
	

	
	□ 　初回加算Ⅱ
	初回の指定訪問看護を行った月に加算
	307円
	
	
	
	
	
	06:00～07:59
	
	

	緊急への対応
	□ 　緊急時訪問看護加算Ⅰ
（但し、訪問を行った場合は基本料金が必要です）
	電話等により利用者またはご家族からの相談に、常時対応できる体制や必要に応じて緊急訪問ができます
	600円／月
	
	
	
	深夜
訪問看護加算
	
	22:00～05:59
	4,200円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	特別な管理を要する方への計画的な管理

	



	□　特別管理加算
	511円／月
	
	
	
	乳幼児加算
	6歳未満の乳幼児への訪問を実施した場合に加算
	特別管理加算対象者
	1,800円/日
	

	
	在宅麻薬等注射指導管理
	
	
	
	
	
	
	上記以外
	1,300円/日
	

	
	在宅腫瘍科学療法注射指導管理
	
	
	
	
	難病等複数回
訪問看護加算
	厚生労働大臣が定める疾病等の方、又は特別訪問看護指示書の交付を受けた方へ訪問を実施した
場合に加算
	

	
	在宅強心剤持続投与指導管理
	
	
	
	
	
	
	

	
	在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
	
	
	
	
	
	（イ）1日に2回の場合
	（1）同一建物内1人
	4,500円
	

	
	気管カニューレを使用している状態
	
	
	
	
	
	
	（2）同一建物内2人
	4,500円
	

	
	留置カテーテルを使用している状態
	
	
	
	
	
	
	（3）同一建物内3人以上
	4,000円
	

	
	
	在宅自己腹膜潅流指導管理



	256円／月
	
	
	
	
	（二）1日に3回以上の場合
	（1）同一建物内1人
	8,000円
	

	
	在宅血液透析指導管理
	
	
	
	
	
	
	（2）同一建物内2人
	8,000円
	

	
	在宅酸素療養指導管理
	
	
	
	
	
	
	（3）同一建物内3人以上
	7,200円
	

	
	在宅中心静脈栄養法指導管理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	在宅成分栄養経管栄養法指導管理　            　を受けている
	
	
	　
	　
	長時間訪問看護加算
	厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、
	長時間の訪問を
	5,200円/回
	

	
	在宅自己導尿指導管理
	
	
	保険適用内
	加算
	
	
	要する場合
	週1回まで
	

	
	在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
	
	
	
	
	
	1回の訪問が1時間30分を超える訪問看護を実施した場合
	15歳未満の超重症児または準超重症児の場合
	5,200円/回
	

	
	在宅自己疼痛管理指導管理
	
	
	
	
	
	
	
	週3回まで
	

	
	在宅肺高血圧症患者指導管理
	
	
	
	
	訪問看護ターミナルケア療養費
	在宅で死亡した方に対し、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施した場合に算定
	25,000円
	

	
	人工肛門または人工膀胱設置している状態
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	真皮を超える褥瘡の状態
	
	
	
	
	
	在宅患者連携
指導加算
	訪問診療を実施している医療機関又は薬局と共有された情報を基に療養上必要な指導を実施した場合に加算
	3,000円/回
	

	
	点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態
	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	90分以上の訪問看護
	□　長時間訪問看護加算
	　
	307円／回
	
	
	
	在宅患者緊急時等
カンファレンス加算
	在宅療養されている方が状態の急変等に伴い医師や薬剤師、ケアマネージャー等がカンファレンスを実施し共同で療養上必要な指導を実施した場合
	2,000円/回
	

	
	特別な管理を必要とする状態の場合
	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	看護補助者と同行
	□　複数名訪問看護加算（Ⅰ）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	退院時共同指導加算
	入院中または、入所中の方に対し主治医と連携して在宅
生活における必要な指導を行った場合に加算。通常1回に
限り算定（※特別な管理を要する方は2回まで可）
	退院または退所後に
初回の訪問看護を
実施した場合
	8,000円
	

	
	特別な管理を必要とする方で、同時に複数の看護師等による訪問看護が必要な場合
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30分未満
	
	
	260円／回
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30分以上
	
	
	411円／回
	
	
	
	特別管理指導加算
	退院時共同指導加算対象の方で特別管理加算の対象の方
	2,000円
	

	
	□　複数名訪問看護加算（Ⅱ）
	
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	退院支援指導加算
	退院日に療養上必要な指導を実施した場合に加算
	6,000円/回
	

	
	特別な管理を必要とする方で、同時に複数の看護師等と看護補助者による訪問看護が必要な場合
	　
	
	
	
	　
	
	
	
	訪問看護情報
提供療養費
	利用者様の同意の下、市町村などに対し訪問看護の状況を示す文書を添えて保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に算定
	1,500円/月
	

	
	30分未満
	
	
	206円／回
	
	
	
	
	
	
	

	
	30分以上
	　
	　
	324円／回
	
	
	
	複数名訪問看護加算
	同時に複数名の看護師等による訪問看護が必要な方に対し下記の同伴者により所定額を週1回又は週3回を限度として加算
	

	在宅療養中の連携
	□　看護／介護職員連携強化加算
	　
	256円／月
	
	
	
	
	
	

	
	介護職員に対して、たんの吸引などの業務が円滑に行えるように、サポートした場合（計画書や報告書の作成、同行助言、業務実施状況確認等）や会議出席などした場合
	
	
	
	
	
	保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士の場合
	（1）同一建物内1人
	4,500円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	（2）同一建物内2人
	4,500円
	

	終末期の看護
	□　ターミナルケア加算
	　
	2,553円
	
	
	
	
	
	（3）同一建物内3人以上
	4,000円
	

	
	ターミナルケアを行っていた利用者に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2日以上の訪問を行った場合
	
	
	
	
	
	准看護師の場合
	（1）同一建物内1人
	3,800円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	（2）同一建物内2人
	3,800円
	

	口腔連携
	□口腔連携強化加算
口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療期間及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行った場合
	51円
	
	
	
	
	
	（3）同一建物内3人以上
	3,400円
	

	
	
	
	
	
	
	
	看護補助者の場合
（別に厚生労働大臣が定める場合を除く）
	（1）同一建物内1人
	3,000円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	（2）同一建物内2人
	3,000円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（3）同一建物内3人以上
	2,700円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	看護補助者の場合
（別に厚生労働大臣が定める場合を除く）
	1日1回の場合
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（1）同一建物内1人
	3,000円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（2）同一建物内2人
	3,000円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（3）同一建物内3人以上
	2,700円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1日2回の場合
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（1）同一建物内1人
	6,000円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（2）同一建物内2人
	6,000円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（3）同一建物内3人以上
	5,400円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1日3回の場合
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	（1）同一建物内1人
	10,000円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	（2）同一建物内2人
	10,000円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	（3）同一建物内3人以上
	9,000円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ベースアップ評価料(Ⅰ)
	訪問看護職員処遇改善対策加算
	1回/月に限り算定
	780円/月
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	訪問看護医療DX 
情報活用加算
	居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを通して利用者の診療情報を
取得し、訪問看護に活用する事によって質の高い訪問看護を提供した場合
	50円/月
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	保険外サービス
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	訪問看護サービスの内容
	時間区分
	利用料
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	①訪問看護（30分につき）
	8:00～18:00
	4，798円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6:00～8:00
	5，997円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18:00～22:00
	5，997円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22:00～6:00
	7，197円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	②営業日以外（30分につき）
	①に準ずる
	①に加算2,000円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	③外出の付き添い、見守り
	2時間以内
	10,000円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2時間を超える場合は
②に準ずる
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	④旅行の付き添い（交通費、
宿泊費等除く）
	1日につき
	20,000円
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	⑤訪問の往復にかかる交通費
	通常の実施地域内は利用料に含まれます
	実費相当額（公的交通機関　タクシー使用の場合）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ガソリン代（通常の実施地域を超えて片道10km未満は500円、
10ｋｍを超える場合は1000円）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	その他の利用料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	①おむつなどの日常生活物品等実費
	ご利用者のご希望で、おむつ代等日常生活上必要な物品の提供を行った場合
	その都度実費負担していただきます
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	②ご遺体のお世話
	ご家族が、訪問看護と連携して死後の処置をご希望された場合（※お身体の清拭や更衣など、また必要に応じてご遺体の排泄物・分泌物等への処置などを行います）
	16,500円（税込）
（実費負担）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



